
 

 

４ 化学物質                             
（１）事業者による自主的な化学物質管

理の促進 

化学物質を取り扱う事業者のうち、一定の業種

や要件（従業員数、取扱量等）に該当する事業者

は、対象となる化学物質の環境への排出量・事業

者による自主的な管理等について、「特定化学物質

の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律」（以下「PRTR 法」という。）や府

条例に基づく届出が義務付けられています。 

大阪市では、こうした届出の受付に加え、市域

内の化学物質の排出量のデータを公表するなど、

市民や事業者の方に化学物質についての関心を深

めていただくとともに、事業者による化学物質の

自主管理の促進を図るなど、化学物質の環境への

排出抑制に努めるように啓発しています。 

なお、大阪市域における平成 23 年度の化学物

質の届出排出量は、2,133 トンでした。そのうち、

1,761トン（83％）を揮発性有機化合物が占めてい

ます。 

 

（２）有害化学物質対策 

① 有害大気汚染物質の環境モニタリング 

大阪市では、「大気汚染防止法」に基づき、健康

リスクがある程度高いと考えられる 22 物質につ

いて環境モニタリングを行っています。 

そのうちベンゼンなどの 4 物質には環境基準

が設定されており、またアクリロニトリルなどの

8 物質には健康リスクの低減を図るための指針値 

います。 

そのうち発がん性のあるクロロエチレンなどの 

6 物質については、設備・構造基準が、また毒性 

が強いカドミウムなどの 17 物質については、排 

出口基準が適用され、これらの遵守について指導 

を行っています。 

 

（３）ダイオキシン類＊ 

① ダイオキシン類調査 

ア．一般環境調査 

大阪市では、「ダイオキシン類対策特別措置法」 

第 26 条に基づき、大気、水質、地下水質、底質 

及び土壌について、ダイオキシン類濃度の調査を 

行っています。 

平成 12 年度からの市内平均濃度の経年変化に 

ついては、次のとおりです。 

○大気：平成 24 年度は、平成 12 年度と比較し

て約 12％に減少しています。 

○水質：河川・海域とも、ほぼ横ばいの傾向にあ

ります。 

○地下水質、土壌：環境基準と比較して低い濃度 

 レベルで推移しています。 

○底質：河川は平成 16 年度をピークとして改善 

傾向にあり、海域は平成 15 年度以降、ほぼ横

ばいの傾向にあります。 

 なお、平成 24 年度は、大気、地下水質及び土

壌については、全ての調査地点で環境基準を達成

しましたが、水質及び底質では、一部の河川にお 

が設定されていますが、平成 24 年度はすべての いて環境基準を超過した地点が見られました。 

調査地点でこれらを下回りました。 

 

② 有害大気汚染物質対策 

「大気汚染防止法」ではベンゼン、テトラクロ 

ロエチレン、トリクロロエチレンの３物質を「指 

定物質」とし、排出施設及び抑制基準が設定され 

ており、大阪市では事業者に対し排出抑制を指導 

しています。 

 また、府条例では、人に対する発がん性や毒性 

の見地から 23 物質が有害物質として規制されて 

ダイオキシン類濃度（市内平均値）の経年変化 

１．大気、土壌
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イ．水道水調査 

水道水中のダイオキシン類については、最大見

積濃度で 0.0032pg-TEQ/L 未満（平成 24 年

度）と、水道の要検討項目の目標値１pg-TEQ/L

（暫定）を大きく下回っています。 

 

② ダイオキシン類対策 

大阪市では、「ダイオキシン類対策特別措置法」

や「大阪市ダイオキシン類対策指導指針」に基づ

き、廃棄物焼却炉等の発生源に対して、排出基準

及び施設の構造・維持管理基準の遵守徹底を指導

しています。 

 

ア．設置者による測定 

廃棄物焼却炉等の排出ガス、排出水、ばいじん、

燃え殻の基準が適用される特定施設については、 

 

設置者が測定し、大阪市に報告することが義務付

けられており、本市はその測定結果を公表するこ

ととなっています。 

なお、市域の特定施設等から大気中に排出され

るダイオキシン類の量は3.1g-TEQ/年（平成23

年度）と推定され、規制が開始された平成 9 年度

に比べおよそ 92％減少しています。 

 

イ．底質ダイオキシン類浄化対策 

港湾区域（河川・港湾重複７区域）における平

成 15～17 年度にかけての調査の結果から、汚

染範囲約 56ｈa、純汚染量（底質）約 93 万 m3、

環境基準超過範囲は160～7,200pg-TEQ/gと

確認されています。現在まで当該範囲においてダ

イオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準超

過は確認されておらず、ただちに影響が生じるも

のではありませんが、適切な浄化対策を推進する

ため、平成 17 年度に学識経験者で構成される「大

阪市底質対策技術検討会」で浄化対策方針を策定

し、この方針に基づき平成 18 年度から浄化対策

に取り組んでいます。平成 22 年度の浄化対策の

事前調査において、大正区福町堀の一部で国の暫

定除去基準を超過する PCB が検出されたことか

ら、この浄化対策について検討を行っています。 

河川の底質ダイオキシン類についても、河川整

備事業に併せて浚渫を行うなど、浄化対策に取り

組んでいます。また、大阪府との連携のもと、市

内河川における汚染範囲等の調査や「大阪府河川

及び港湾の底質浄化審議会」の検討結果を踏まえ

た取組みを進めています。 

g-TEQ/年 

市内でのダイオキシン類の排出量の推移 ２．水質、地下水質 

３．底質 
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５ 騒音・振動                            
（１）騒音・振動の現状 

騒音・振動は、日常生活に直接影響するため苦

情が発生しやすく、その発生源は、工場・事業場

の機械、建設工事やカラオケ営業まで広範に及ん

でいます。 

道路交通環境については、毎年、道路に面する

地域において、騒音・振動調査を実施しています。

平成 24 年度は、騒音については昼間 56～7４

デシベル（平均 69 デシベル）、夜間 51～70 デ

シベル（平均 65 デシベル）、振動については昼

間 30～55 デシベル（平均 43 デシベル）、夜間

26～51 デシベル（平均 37 デシベル）となって

います。 

そのほか、新幹線鉄道騒音や航空機騒音につい

ても調査を実施し、環境基準の達成状況を把握し

ています。 

（２）騒音・振動対策 

大阪市では「騒音規制法」、「振動規制法」や府

条例により、工場・事業場の騒音・振動対策を行

っています。法令に基づく届出により公害の未然

防止を図り、また、苦情が発生した場合は立入検

査を実施し、指導を行います。なお、建設作業に

伴い発生する騒音・振動は一過性とはいえ、日常

生活に大きな影響を与えることがあるため、規制

指導の対象となる特定建設作業には、届出指導を

行うとともに、パトロールの実施や講習会の開催

等により公害の防止に努めています。 

また、自動車騒音等については、沿道地域にお

ける改善を図るため、関係機関と連携しながら、

低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置など種々の対策

を進めています。 

 

６ 公害苦情の処理                          
大阪市では、各区役所等で公害苦情の相談に応

じるとともに、各環境保全監視グループが発生源

の規制、指導を行うことによりその解決を図り、

生活環境の保全に努めています。 

平成 24 年度中に市民から各区役所及び環境局

などへ寄せられた苦情件数は 1,545 件であり、

そのうち解決したものは 1,370 件で直接解決率

は約 89％になっています。平成 24 年度に受け

付けた苦情件数については、前年度に比べて、

3.9％増加し、最も多い苦情は騒音に関するもの

で苦情全体の 57.4％を占めています。 
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７ 環境保全対策利子補給制度                     
大阪市では、金融機関等から資金を借り入れて

公害対策等を行う中小企業を対象に利子補給を行

う「環境保全対策利子補給制度」を実施していま

す。利子補給の対象事業は、大気汚染・騒音振動・

水質汚濁・悪臭・産業廃棄物対策にかかる公害防

止設備の導入、工場移転、土壌汚染対策、アスベ

スト除去等工事、最新規制適合車への買い替えと

しています。 （※平成 24 年度末制度終了） 

 

８ 公害健康被害の救済等                       

（１）公害健康被害の補償等の実施 

昭和 63 年 3 月 1 日「公害健康被害の補償等

に関する法律」の改正法施行にともない、大阪市

では既存の被認定者に対して補償給付及び公害保

健福祉事業を実施しています。 

 

① 既存の被認定者に対する補償 

ア．認定更新等 

改正法施行前に申請を行い、認定を受けている

者を対象に、認定の更新、障害の程度等について、

公害健康被害認定審査会の意見を聴いて市長が決

定しています。 

平成25年3月31日現在 認定者数6,675名 

 

イ．補償給付 

被認定者及びその遺族に対し、補償給付（療養

の給付、療養手当、障害補償費、遺族補償費、遺

族補償一時金、葬祭料）を行っています。 

 

 

② 公害保健福祉事業 

ア．リハビリテーション事業 

医師、保健師などによる機能回復の実技指導を

含めた指定疾病に関する知識の普及や運動療法を

行っています。 

平成24年度 9回実施 94名参加 

 

イ．転地療養事業 

 空気の清浄な自然環境において保養させるとと

もに、療養生活上の指導などを行っています。 

 平成24年度 保養ｾﾝﾀｰ 美榛苑   3回実施 

計69名参加 

 

ウ．療養用具支給事業 

症状の程度から必要度の高い特級及び 1 級の

在宅療養者に対し空気清浄機などを貸与し、療養

効果の促進を図っています。 

 

 

エ．家庭療養指導事業 

各区保健福祉センターの保健師が被認定者に面

接や家庭訪問を行い、病状回復を図るための療養

指導を行っています。 

平成24年度 面接指導数 延べ366名 

家庭訪問指導数 延べ382名 

 

オ．インフルエンザ予防接種費用助成事業 

被認定者のうち、インフルエンザに係る予防接

種において、被認定者の負担となる費用を助成し

ています。 

平成24年度助成数 2,783名 

 

（２）健康被害予防事業の実施 

 大気汚染の影響による健康被害を予防するため、

健康相談事業や健康診査事業、機能訓練事業等を

実施しています。 

 

① 健康相談事業 

○ ぜん息教室、親と子の健康回復教室 

気管支ぜん息児等とその保護者を対象として、

疾患に関する理解を深めていただくよう、適切

な助言・指導を行っています。 

○ 呼吸器講演会 

呼吸器疾患に関する相談に応じ、呼吸器の専

門医による講話、理学療法士等によるリハビリ

指導を行っています。       

平成24年度補償給付額 9,347百万円 

平成24年度 11件貸与中 
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平成24年度 5回実施 323名参加 

 

② 健康診査事業 

アレルギー素因のある乳幼児を対象に、ぜん息

に関する問診や、保健指導、必要に応じて血液検

査を実施し、気管支ぜん息の発症の未然防止を図 

っています。 

平成24年度 96回実施 1,593名参加 

        血液検査受検者 204名 

 

③ 機能訓練事業 

気管支ぜん息児童を対象に、療育上有効な機能

回復訓練を行っています。 

 

平成24年度 

・健康回復キャンプ 3回実施 149名参加 

（小学校3～6年生） 

（３）健康影響調査 

大阪市では、国の広域的、統一的な調査に協力

しています。 

 

○ 環境保健サーベイランス調査 

大気汚染と健康影響との関係を定期的・継続的

に観察し、必要に応じて所要の措置を講じる環境

保健サーベイランスシステムを構築するための調

査を実施しています。 

平成 24 年度も西淀川区及び淀川区で３歳児及

び６歳児を対象に質問票による調査を実施しまし

た。 

 

回答者数 1,850名（3歳児） 

      1,683名（6歳児） 

 

・ぜん息児水泳教室 前期、後期 各４クラス 

１クール 10回コース 182名参加 
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